
広報おおいそ 令和７年10月14

� 問町民課　☎内線２７２

毎月第３土曜日にマイナンバー関連業務を対象として窓口を開設します。
開設予定日 受付時間 場　所 取扱業務

令和７年10月25日※
令和７年11月15日　
令和７年12月20日　
令和８年１月17日　
令和８年２月21日　

８時30分～正午 役場本庁舎１階
町民課

・�マイナンバーカードの受取り
・電子証明書の発行・更新
・�マイナンバーカード・電子証明書の暗証番
号再設定

※システムメンテナンスのため、第４土曜日に開設いたします。
・上記以外の日程においても、システムメンテナンス等で実施日が変更となる場合があります。
・カードの受取りは事前予約制です。（電話・インターネット）
・予約は、開設日のおおむね１か月前から受付けます。
・電話予約は平日開庁時間のみ受付
・電子証明書の手続きには、暗証番号が必要です。事前にご用意のうえご来庁ください。

毎月第３土曜日に休日窓口を開設します

� 問都市計画課　☎内線248、243

ひろげよう　育てよう　みどりの都市

〇シンボルツリー奨励事業　交付額　費用の1/2また
は1/3で、２万円を上限とします。
〇いけがき設置奨励事業　交付額　いけがきの延長１
ｍにつき2,000円または2,500円とします。
〇保存樹木等助成事業
［保存樹木］交付額　１本につき年額3,000円。ただし、
同一の所有者等が２本以上の保存樹木を所有または管
理している場合は、２本目からは１本につき1,000円
を加算し、１万円を上限とします。
［保存樹林］交付額　樹林面積に１㎡当たり10円を乗
じて得た額とし、20万円を上限とします。
※予算範囲内での補助金のため、年度途中で終了する
場合があります。
※シンボルツリー奨励事業といけがき設置奨励事業は、
植栽作業前に申請の手続きが必要です。
※申請前に、都市計画課へご相談ください。

　10月は、都市緑化月間として国及び地方公共団体で
様々な活動が実施されます。町も、日ごろから緑化及
び公園等の整備に関する活動を町民の皆さまと一緒に
行っています。緑化について考えてみませんか。
〇公園・緑地里親（アダプト）制度
　地域や利用者などの自主的なボランティア団体が町
と協力し、公園や緑地をきれいにしていくことを目的
とした制度です。
〇花いっぱい運動　町と協力し、花と親しむ機会を作
るとともに、公共施設等で花植えを行い、街中を花で
彩ることを目的とした活動です。
〇活動団体を募集しています！　どちらの活動も、町
内在住、在勤、在学の方で組織された団体であれば参
加できます。町では、活動団体に安心して活動してい
ただくためのボランティア保険の加入や用具、花苗の
提供等も行っています。ご興味のある方は、ぜひお問
い合わせください。
〇緑化に関するサポート制度　町では、緑化及び良好
な景観形成を推進するため、シンボルツリーの植栽、
いけがきの設置及び保存樹木または保存樹林の保全に
要する経費の一部を補助しています。

� 問都市計画課　☎内線289

大磯町まちづくり基本計画後期計画　縦覧・住民説明会のお知らせ

▶縦覧・意見書提出期間
　10月24日（金）～ 11月20日（木）
▶受付場所　大磯町都市計画課（本庁舎２階）　
▶説明会　令和７年10月25日（土）14時～16時
▶場所　役場本庁舎４階第１会議室

　町では令和３年に策定した「まちづくり基本計画」
後期計画の策定にともなう原案の縦覧、説明会を行い
ます。

インターネット予約▶︎
サイトはこちら


